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11月以降の募集量削減の考え方について

• 前回の第96回制度検討作業部会（2024年9月27日）では、前日商品の今後の募集量削減に関する考え方について御

議論いただいた。

• その際、ブロック別・エリア別で、以下の算定式により募集量削減係数を算定することについて御異論はなかったた

め、11月以降、基本的には本算定式により募集量削減係数を設定することとした。

N月 募集量削減係数 ＝ N－1月分応札量(過去一定期間の各エリア余力平均単価以下) ÷ N－1月分募集量(削減前)

• この点、例えば分子の算出に用いる余力平均単価が著しく低くなると、募集量削減係数が０となるエリア・ブロック

が多く発生することも想定される。募集量削減係数が０となる場合、当該エリア・ブロックの募集量は0となるため、

事業者は応札しなくなり、その後一向に応札量が増えずに、募集量が0の状態が恒常的に続くおそれがある(※)。
(※)実際には、自エリアの募集量が0である事業者が応札すると、他エリアの募集量・連系線の空き容量次第では、他エリアに流れ込み約定する可能性が十分にある。

• 募集量削減係数が０となるエリア・ブロックをなるべく無くすべく、分子に入る応札量の基準となる余力平均単価は、

0.34円/ΔkW・30分を最低とする(※)こととし、その下で、11月1日以降の募集量削減係数を算定することとした

ため、ご報告する。
(※)需給調整市場ガイドラインで定められたA種電源の一定額(0.33円/ΔkW・30分)に、需給調整市場の取引手数料(0.01円/ΔkW・30分)を加えたもの。実際の余力平均

単価が0.34円/ΔkW・30分を下回ったとしても、募集量削減係数の分子には、0.34円/ΔkW・30分以下の応札量が入ることとなる。今後需給調整市場ガイドラインや需

給調整市場の取引手数料が変更となった場合は、その変更に準じてこの数字も適切に見直される。 
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（参考）今後の前日商品の募集量削減について（１／２） 第96回制度検討作業部会
(2024年9月27日) 資料3
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（参考）今後の前日商品の募集量削減について（２／２） 第96回制度検討作業部会
(2024年9月27日) 資料3
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（参考）募集量削減係数の試算
第96回制度検討作業部会
(2024年9月27日) 資料3

（注）下記に示した試算結果は、本作業部会で示した考え方を考慮したものにはなっていないことに留意。


	スライド 0: 需給調整市場について
	スライド 1: 11月以降の募集量削減の考え方について
	スライド 2: （参考）今後の前日商品の募集量削減について（１／２）
	スライド 3: （参考）今後の前日商品の募集量削減について（２／２）
	スライド 4: （参考）募集量削減係数の試算

